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行政常任委員会 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 （ 金 ）               

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会               

 

○南委員長  皆さん、おはようございます。 

 昨日に引き続き、行政常任委員会を開催させていただきます。 

 昨日、小学校の学校給食のことでお話がございましたけれども、皆さん、御存じ

だと思うんですけれども、今朝の新聞にも、政府のほうが各県のほうに半額負担し

ていただきたいという方向を示しておるんですけれども、なかなか県自治体が難色

を示しておるということで、心配するんですが、恐らく２６年度にはそのまま行く

でしょう、市長、多分ね、小学校給食の無償化は。そのように期待をしております。 

 それでは、ただいまより行政常任委員会を開催させていただきます。 

 今日、病院と水道で終わりたいと思います。 

 早速ですが、尾鷲総合病院の議案第７５号「令和７年度尾鷲市病院事業会計補正

予算（第１号）の議決について」の説明をお願いいたします。 

○竹平総合病院事務長  尾鷲総合病院でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第７５号「令和７年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第１号）の

議決について」、補正予算書及び予算説明書の内容を御説明いたします。 

 通知をさせていただきます。 

 予算書の１ページを御覧ください。 

 第２条の業務予定量でございますが、患者数につきましては、当初予定しており

ました入院１日平均１３２人に対して、実績から１２６人とし、年間延べ１,８７

５人減の４万６,１３２人に、外来は１日平均３５６人を３４５人とし、年間延べ

２,６４５人減の８万３,４６６人にするものでございます。 

 第３条に定めた収益的収入及び支出につきましては、収入において、第１款病院

事業収益、既決予定額４０億６,６２８万円を１億７,２４５万８,０００円減額し、

合計３８億９,３８２万２,０００円とするもので、内訳としまして、第１項医業収

益３３億６,２５１万６,０００円を３１億９,００５万８,０００円とするものでご

ざいます。 

 次に、支出でございます。 

 第１款病院事業費用、既決予定額４５億２,４３２万３,０００円を１億１,０８
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３万６,０００円減額し、合計４４億１,３４８万７,０００円とするものでござい

ます。 

 内訳といたしまして、第１項医業費用４４億２,７４４万３,０００円を補正予定

額１億８３７万２,０００円減額し、合計４３億１,９０７万１,０００円、第２項

医業外費用９,６３８万円を補正予定額２４６万４,０００円減額し、合計９,３９

１万６,０００円とするものでございます。 

 第４条、予算第５条債務負担行為につきましては、来年度以降における各事業の

円滑な執行のため、債務負担行為を設定するもので、追加といたしまして、記載の

２０件を計上しております。 

 次ページの下段をお願いいたします。 

 寝具等賃借、医療機器保守業務委託、給食業務委託につきましては、それぞれ期

間を令和８年度から令和１０年度までの３年間、複合機使用料は期間を令和８年度

から令和１２年度までの５年間とし、それ以外は令和８年度の単年度として計上し

ております。 

 次に、第５条、予算第９条に定めた経費につきましては、職員給与費既決予定額

２５億２,５９７万９,０００円を９,２２５万２,０００円減額し、合計２４億３,

３７２万７,０００円とするものでございます。 

 第６条では、予算第１１条に定めた棚卸資産の購入限度額７億５５２万円を６億

８,０７７万円に改めるものでございます。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 詳細につきまして、令和７年度病院事業会計の予算説明書で説明をさせていただ

きます。 

 収益的収入及び支出の収入では、第１款第１項医業収益、第１目入院収益におい

て１億３,５３３万２,０００円を減額し、第２目外来収益では３,７１２万６,００

０円を減額するものでございますが、いずれも患者数の当初の見込みを下回ってい

る状況によるものでございます。内容につきましては、後ほど資料にて説明をさせ

ていただきます。 

 次に、支出でございます。 

 第１款病院事業費用、第１項医業費用、第１目給与費９,２２５万２,０００円の

減額は、１節報酬において２,００６万６,０００円の減額、２節給料３,０６８万

３,０００円の減額、３節手当３,９６６万円の減額及び４節法定福利費１８４万３,

０００円の減額で、別紙給与費明細書のとおりでございます。 
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 第２目材料費２,２５０万円の減額は、第１節薬品費１,７５０万円の減額と第２

節診療材料費５００万円の減額で、いずれも実績に基づくものでございます。 

 第３目経費６３８万円の増額は、主なものとして、７節光熱水費は２０５万９,

０００円の減額、１１節修繕費は、リニアックの部品交換修繕及び新棟ガスタービ

ン発電機修繕による１,５２０万４,０００円の増額、１５節委託料につきましては、

廃棄物処理料の減等によるもので６５９万６,０００円の減額、２０節負担金は、

消化器内科の応援医師など実績に伴い、派遣医の負担金２７０万円を減額するもの

でございます。 

 第２項医業外費用２４６万４,０００円の減額は、第４目雑支出、控除対象外消

費税２２９万２,０００円の減額及び第５目消費税及び地方消費税１３万９,０００

円の減額が主なもので、消費税額を再計算したことによるものでございます。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 補正後の令和７年度尾鷲市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書でござい

ます。これは、令和７年度１年間の現金の増減を表すものでございますが、次ペー

ジの５ページを御覧ください。 

 下段の今年度末の資金残高は、８,６６７万５,０００円となる見込みでございま

す。 

 当年度純損失につきましては、少し飛びますが、９ページを御覧ください。 

 病院事業会計予定損益計算書でございますが、下から３段目の当年度純損失でご

ざいますが、当初予算では４億５,８８３万９,０００円を見込んでおりましたが、

今回の補正で５億２,０４５万４,０００円の純損失となる見込みでございます。 

 １０ページ以降につきましては、尾鷲市病院事業会計の予定貸借対照表と注記を

記載しておりますので、後ほど御参照ください。 

 引き続き、担当より補正予算書の第１号の資料を説明させていただきます。 

○松井総合病院総務課主幹兼係長  それでは、資料について説明いたします。 

 資料１を御覧ください。 

 医業収益について、資料上段、入院収益については、令和７年度当初予算比較で、

入院収益全体といたしまして約１億３,５００万円の減収見込みとなり、減額の主

な要因といたしましては、外科の単価は上がっているものの、入院患者数が少なく、

また、整形外科については、若干手術の減少による一般病床の患者数の減、昨年度

と比べ、産婦人科の出産数の減少が主な要因となります。 

 資料下段、外来収益につきましては、令和７年度当初比較で、内科のうち、透析
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を受けている患者さんが減少していること、外科の高額な薬剤を使用する化学療法

患者の数が減少していることが主な要因であり、他の課の増減はあるものの、外来

収益全体で約３,７００万円の減収見込みとなります。 

 以上です。 

○竹平総合病院事務長  以上で、令和７年度尾鷲市病院事業会計補正予算書の説

明となります。よろしくお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 若干前後したんですが、審査に入る前に、病院管理者の市長のほうから、もし病

院に対する意気込みやとか、思いがあれば、お聞かせを願いたいと思います。 

○加藤市長  先ほど事務長のほうから補正予算について説明させていただいたん

ですけれども、結果としてはこういう結果なんです。これをどう改善していくかと

いうことについては、市政報告でも申し上げましたとおり、病院長を中心にしなが

ら、病院内でいろんな改革、改善をやっていて、来年に向けてどうあるべきかとい

うことについて、今検討しながら、前向きに来年度の方向性を定めようとしている

わけなんですけれども、一方で、要するに自助努力で改善できるかというと、そう

いう状況ではないという話なんです。これは、全国的にどうのこうのというような

話、尾鷲市総合病院としてどうしていくのかというようなことをやはり考えていか

なきゃならない。 

 ただ、先ほど申しましたように、これだけの大きな赤字をしている中で、病院と

して自助努力というのは絶対必要であると。それについては、今後、いろいろと具

体的な話については、議員の皆様方に報告させていただきたいと思っているんです

けれども、当然のことながら、要するに尾鷲市として病院の赤字を埋めるというよ

うな財政調整基金を繰り出すということについては、大変大きな金額については難

しいと。ただ、来年度については、ある程度、要するに市の財政の状況を見ながら

繰り出しはやっていかなきゃならないなと。 

 もう一方では、国がこれに対して、診療報酬、あるいは特別交付金等々を今、議

論していただいて、恐らくその辺のところがある程度、要するに国のほうから拠出

していただけるんじゃないかなという思いはあります。 

 その辺の三つを一応織り交ぜていきながら、来年度どうしていくのかと。当然の

ことながら、病院の改革ですから、前にも申し上げておりましたんですけれども、

要するに、診療科の中で、あまり患者さんが少ないところは、目減り、要するにあ

る程度の診療日数を減らしながらとか、いろんな策を講じております。 
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 ただ、この前も御質問あったとおり、短期的、中期的な形で病院改革はやってい

かなきゃならないと。そうすると、短期的って何なのかということについては、私

は、令和８年度から令和１０年度については、ある程度のソフトランディングをし

ていきながら、要するに病院改革をやっていかなきゃならない。令和１１年度には

大幅な改革をせざるを得ないかも分からない。その辺のところをソフトランディン

グした令和８年から、来年度から、どういう状況で尾鷲総合病院が、要するに推移

するのかということを見極めながら、中期的なことも考えていかなきゃならないと。 

 そういう状況の中で、何度も申し上げておりますけれども、やはり尾鷲総合病院

は、尾鷲市になくてはならない、私自身はニアイコールだと思っているんです。そ

のための一番重要な二次救急、これについては絶対に継続していかなきゃならない、

この思いで、これをベースにしながら、今後、病院改革を含め、国へのいろんな要

望も全国的にやっていきながら、うまく、要するに尾鷲総合病院が稼働するような

形で持っていきたいと、このように思っておりますので、ぜひよろしくお願いした

いと思っております。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 それでは、議案第７５号の審査へ入りたいと思います。 

 御質疑ある方、御発言をお願いいたします。 

○仲委員  ３ページの補正予算説明書の医業費用の給与費のところですけど、今

回、人勧を反映していない段階で９,２２５万２,０００円減額ということで、報酬、

給料ともに減額になっているんですけど、これ、会計年度任用職員も含めて、職員

もあると思うんですけど、どういうふうな、例えばドクターとか、会計年度任用職

員やったら、どういう職種の方が減になったのか、お願いします、説明を。 

○高濱尾鷲総合病院総務課長  まず、報酬のほうにつきましては、今、委員がお

っしゃった会計年度任用職員と非常勤医師の科目なんですが、ここで大きな要因は、

非常勤医師が宿日直に来ていただいておるドクターを、もう常勤の先生がその枠を

僕らがしますということで、病院の改革の取組の一つとして、当直を常勤医師でし

てもらったための減額が主な要因となっています。 

 給料につきましては、もともと看護職員とか、採用する予定のものを当初予算に

計上しましたが、予定どおり採用できなかった部分と、あと、休職者、産休、育休、

病休に伴う減ということで計上させてもらっています。 

○仲委員  報酬のほうは非常勤医師ではなしに、現医師がやるということは、既

に今後、改革、改善される方向性の中で、もう始まったということでよろしいです
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か。 

○高濱尾鷲総合病院総務課長  全てではないですけど、やっていきたい中の一つ

の部分で、宿日直の応援医師の縮小という部分も挙げていましたので、その部分で

対応をしていく一つの予算の減額ということになっています。 

○仲委員  給料、報酬のほうの部分では、会計年度任用職員も入っておると思う

んですけど、会計年度任用職員のどういう職種の方が応募されなかったということ

ですか。 

○高濱尾鷲総合病院総務課長  すみません、説明不足でした。採用できなかった

のは、給料の部分です。給料の部分で、特に看護職が採用枠に対して応募数が少な

かったということになっています。 

○仲委員  分かりました。 

○南委員長  他に御質疑はございませんか。 

 若干、今の仲委員さんの関連で、助っ人のドクター、これ、何人分ぐらいが常勤

で賄っていただくと理解をしたらいいんですか。 

○高濱尾鷲総合病院総務課長  今のところは一枠から二枠、当直隊、週に定期的

に１回来てもらっておる、２回来てもらっておるのを、１回なり、零回にするとい

うことで。 

○南委員長  分かりました。 

 特にないようですので、引き続きまして、議案第８２号「令和７年度尾鷲市病院

事業会計補正予算（第２号）の議決について」の説明をお願いいたします。 

○竹平総合病院事務長  それでは、議案第８２号「令和７年度尾鷲市病院事業会

計補正予算書（第２号）の議決について」、補正予算書及び予算説明書の内容を御

説明いたします。 

 補正予算書の１ページを御覧ください。通知をさせていただきます。 

 第３条及び第４条における医業費用５,４５１万円の増額は、一般会計と同様に、

職員の給与に関する条例の改正により、給与費を増額するものでございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 第１款病院事業費用、第１項医業費用、第１目給与費５,４５１万円の増額は、

第２節給料２,６９７万６,０００円、第３節手当２,００９万２,０００円、第４節

法定福利費７４４万２,０００円を増額するものでございます。 

 ４ページを御覧ください。 

 費用の増加により、キャッシュ・フロー計算書における今年度末の資金残高は３,
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２１６万５,０００円となる見込みでございます。 

 ５ページ、６ページは給与費明細書でございますので、損益計算書の、少し飛び

ますが、８ページを御覧ください。 

 下から３段目の当年度純損失でございますが、１号補正と比較し、５,４５１万

円増の５億７,４９６万４,０００円となる見込みでございます。 

 以上が令和７年度尾鷲市病院事業会計補正予算書（第２号）の説明でございます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 それでは、８２号の審査に入りたいと思います。人勧分の人件費でございます。 

 御意見のある方、御発言をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それでは、ないようですので、病院の２議案の審査を終了いたしま

す。 

 報告事項もないですね。 

（「ないです」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  分かりました。ありがとうございました。 

 よろしいですか、水道部長。オーケー。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それでは、最後に、水道部の付託議案の７６号、８３号ですけれど

も、まず、最初に、議案７６号の尾鷲市水道事業会計補正予算（第２号）の説明を

お願いいたします。 

○神保水道部長  それでは、議案第７６号「令和７年度尾鷲市水道事業会計補正

予算（第２号）の議決について」について説明させていただきます。 

 １ページを御覧ください。 

 第１条、令和７年度尾鷲市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条、令和７年度尾鷲市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 収入の第１款水道事業収益は、既決予定額５億７,７１７万５,０００円に対し、

補正予定額は１８万３,０００円の増額で、予定額を５億７,７３５万８,０００円

とするものでございます。 

 内訳といたしましては、第２項営業外収益を１８万３,０００円増額補正し、予
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定額を８,２０４万３,０００円とするものでございます。 

 支出の第１款水道事業費用は、既決予定額６億２,７１０万９,０００円に対し、

補正予定額は９４万１,０００円の減額で、予定額を６億２,６１６万８,０００円

とするものでございます。 

 内訳といたしましては、第１項営業費用を９５万８,０００円減額補正し、予定

額を４億７,０１４万１,０００円に、第２項営業外費用を１万７,０００円増額補

正し、予定額を４,５３２万４,０００円とするものでございます。 

 続きまして、第３条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

次のとおりと定めます。 

 複合機使用料について、期間は令和８年度から令和１２年度までとし、限度額は

８４万円と定めるとするものでございます。 

 次に、第４条、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 職員給与費は、既決予定額７,９８６万６,０００円を１万１,０００円増額補正

し、予定額を７,９８７万７,０００円とするものでございます。 

 続きまして、２ページの補正予算説明書を御覧ください。 

 収益的収入及び支出の収入ですが、第１款第２項第２目長期前受金戻入を既決予

定額１,３９６万３,０００円に対し、３１万９,０００円減額補正し、予定額を１,

３６４万４,０００円とするもので、これは、令和６年度決算に係る額の確定によ

る工事負担金分等の減額でございます。 

 第５目雑収益を既決予定額８１万３,０００円に対し、５０万２,０００円増額補

正し、予定額を１３１万５,０００円とするもので、人事異動に伴う賞与引当金戻

入額等の増額でございます。 

 次に、３ページをお願いします。 

 支出でございますが、第１款第１項第１目原水及び浄水費、既決予定額１億９８

６万３,０００円に対し、１４４万３,０００円減額補正し、予定額を１億８４２万

円とするものでございますが、これは、手当等の減及び法定福利費の増による人件

費の減額によるものでございます。 

 第２目配水及び給水費、既決予定額６,９０１万３,０００円に対し、１５８万７,

０００円増額補正し、予定額を７,０６０万円とするものでございますが、これは、

手当等及び法定福利費の減による人件費の減額によるものでございます。 

 第５目総係費、既決予定額４,２９７万２,０００円に対し、４万３,０００円減

額補正し、予定額４,２９２万９,０００円とするもので、これは、人事異動に退職
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給付費等の減による減額でございます。 

 第６目減価償却費、既決予定額１億８,９３８万８,０００円に対し、１０５万９,

０００円減額補正し、予定額を１億８,８３２万９,０００円とするもので、令和６

年度の決算により、前年度取得の固定資産が確定したことによる減額でございます。 

 次に、４ページの予定キャッシュ・フロー計算書を御覧ください。 

 今回の補正により、業務活動によるキャッシュ・フローの一番上、当年度純損失

が１１２万４,０００円の減額となる５,６０９万６,０００円となったほか、決算

及び補正額は各項目に反映され、合計が２億１,９３９万４,０００円、投資活動に

よるキャッシュ・フローが４,９２２万２,０００円、財務活動によるキャッシュ・

フローがマイナス１億９,４１９万７,０００円となり、１から３までの合計となる

資金増加額は７,４４１万９,０００円となっております。 

 それを資金期首残高５億４,２６４万４,０００円を加えた資金期末残高は、６億

１,７０６万３,０００円となり、７ページの予定貸借対照表の現金預金と一致して

おります。 

 次に、５ページには給与費明細書を添付してございます。 

 ６ページの予定損益計算書を御覧ください。 

 営業収益以下、各項目には補正額が反映され、下から４行目の当年度純損失が、

１号補正予算と比較して、１１２万４,０００円減少の５,６０９万６,０００円と

なり、これを前年度繰越利益剰余金２億１,２０７万９,０００円より差し引いた当

年度未処分利益剰余金は、１億５,５９８万３,０００円となります。 

 次に、７ページからの予定貸借対照表を御覧ください。 

 まず、資産の部でございますが、固定資産の有形固定資産から投資その他の資産

までの合計は４１億１,８７４万円、流動資産の現金預金からその他流動資産まで

の合計は６億３,６２９万９,０００円で、資産合計は４７億５,５０３万９,０００

円となります。 

 ８ページを御覧ください。 

 負債の部でございますが、固定負債の企業債と引当金の合計は１４億４,６２１

万５,０００円、流動負債の企業債からその他流動負債までの合計が２億６,８４５

万４,０００円で、繰延収益合計３億２,１５１万５,０００円を加えた負債合計額

は、２０億３,６１８万４,０００円となります。 

 ９ページを御覧ください。 

 資本の部では、資本金が２３億２,００９万円、これに剰余金の資本剰余金と利
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益剰余金の合計３億５,１９４万５,０００円を加えた資本合計は、２７億１,８８

５万５,０００円となっております。 

 この資本合計と負債合計を合算した負債資本合計は、４７億５,５０３万９,００

０円となり、資産合計と同額となっております。 

 最後に、１０ページと１１ページでは、会計処理の基準及び手続を注記として明

示しております。 

 以上で、議案第７６号「令和７年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第２号）の議

決について」の説明を終わります。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 議案第７６号の説明に対して御質疑のある方、御発言をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようでございますので、引き続き、議案第８３号「令和７年度

尾鷲市水道事業会計補正予算（第３号）の議決について」をお願いいたします。 

○神保水道部長  それでは、議案第８３号「令和７年度尾鷲市水道事業会計補正

予算（第３号）の議決について」について説明させていただきます。 

 １ページを御覧ください。 

 第１条、令和７年度尾鷲市水道事業会計の補正予算（第３号）……。 

○南委員長  ちょっと待って。来ました。 

○神保水道部長  補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

 第２条、令和７年度尾鷲市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 支出の第１款水道事業費用は、既決予定額６億２,６１６万８,０００円に対し、

補正予定額は２７６万４,０００円の増額で、予定額を６億２,８９３万２,０００

円とするものでございます。 

 内訳といたしまして、第１項営業費用を２７６万４,０００円増額補正し、予定

額を４億７,２９０万５,０００円とするものでございます。 

 次に、第３条、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 職員給与費は、既決予定額７,９８７万７,０００円を２７６万４,０００円増額

補正し、予定額を８,２６４万１,０００円とするものでございます。 

 続きまして、２ページの補正予算説明書を御覧ください。 

 収益的収入及び支出の支出ですが、第１款第１項第１目原水及び浄水費、既決予
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定額１億８４２万円に対し、８３万５,０００円増額補正し、予定額を１億９２５

万５,０００円とするものでございますが、これは、人事院勧告準拠に伴う給料、

手当等の増及び法定福利費の増による人件費の増額によるものでございます。 

 第２目配水及び給水費、既決予定額７,０６０万円に対し、７８万２,０００円増

額補正し、予定額を７,１３８万２,０００円とするものでございますが、これは、

給料、手当等及び法定福利費の増による人件費の増額によるものでございます。 

 第５目総係費、既決予定額４,２９２万９,０００円に対し、１１４万７,０００

円増額補正し、予定額を４,４０７万６,０００円とするもので、これは、給料、手

当等の増及び法定福利費等の増、賞与引当金繰入額の増による増額でございます。 

 次に、３ページの予定キャッシュ・フロー計算書を御覧ください。 

 今回の補正により、業務活動によるキャッシュ・フローの一番上、当年度純損失

が２７６万４,０００円の増額となる５,８８６万円となったほか、補正額が各項目

に反映され、合計が２億１,６９４万４,０００円、投資活動によるキャッシュ・フ

ローが４,９２２万２,０００円、財務活動によるキャッシュ・フローがマイナス１

億９,４１９万７,０００円となり、１から３までの合計となる資金増加額は７,１

９６万９,０００円となっております。それを資金期首残高５億４,２６４万４,０

００円を加えた資金期末残高は、６億１,４６１万３,０００円となり、６ページの

予定貸借対照表の現金預金と一致しております。 

 次に、４ページには、給与明細書を添付してございます。 

 ５ページの予定損益計算書を御覧ください。 

 営業収益以下、各項目には補正額が反映され、下から４行目の当年度純損失が、

２号補正予算と比較して、２７６万４,０００円増加の５,８８６万円となりました。

これを前年度繰越利益剰余金２億１,２０７万９,０００円より差し引いた今年度未

処分利益剰余金は１億５,３２１万９,０００円となります。 

 次に、６ページからの予定貸借対照表を御覧ください。 

 まず、資産の部でございますが、固定資産の有形固定資産から投資その他資産ま

での合計は４１億１,８７４万円、流動資産の現金預金からその他流動資産までの

合計が６億３,３８４万９,０００円で、資産合計は４７億５,２５８万９,０００円

となります。 

 ７ページを御覧ください。 

 負債の部でございますが、固定負債の（１）企業債と引当金の合計は１４億４,

６２１万５,０００円、流動負債の企業債からその他流動債までの合計が２億６,８
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７６万８,０００円で、繰延収益合計３億２,１５１万５,０００円を加えた負債合

計は、２０億３,６４９万８,０００円となります。 

 ８ページを御覧ください。 

 資本の部では、資本金が２３億２,００９万円、これに剰余金の資本剰余金と利

益剰余金の合計３億９,６００万１,０００円を加えた資本合計は、２７億１,６０

９万１,０００円となります。この資本合計と負債合計を合算した負債資本合計は

４７億５,２５８万９,０００円となり、資産合計と同額となっております。 

 最後に、９ページと１０ページでは、会計処理の基準及び手続を注記として明示

しております。 

 続きまして、行政常任委員会資料について御説明させていただきます。 

○南委員長  お願いします。 

○神保水道部長  資料の１ページを御覧ください。 

 経営戦略の投資財政計画の収益的収支について、令和７年度第３号補正予算を反

映させたものでございます。 

 表の中ほどの当年度純損失の欄を御覧ください。 

 ５,８８６万円となっております。 

 ２ページを御覧ください。 

 同じく、網かけの部分が変更したところで、資本的収支について令和７年度第３

号補正予算を反映させたものでございます。補塡財源残高の当初計画との比較です

が、下から３行目の補塡財源不足額が、令和７年度はマイナス５億３９５万２,０

００円となり、計画最終年度の令和１０年度の補塡財源不足額はマイナス４億８,

５２０万４,０００円となり、補塡財源残高は、当初見込みより６,２０１万９,０

００円増額となる見込みでございます。 

 以上で、議案第８３号「令和７年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第３号）の議

決について」の説明とさせていただきます。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。財政資料に基づいてでも結構でご

ざいます。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  では、最後で、私のほうから１点だけ。 

 今年度、水道の基本料金、３か月、７、８、９月ですか、無料の、その費用は、
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どれだけかかったんですか。それだけ確認の意味で。 

○北村水道部次長兼係長  税込み額でございますけれども、総額で５,０７１万７

４８円となっております。 

 以上です。 

○南委員長  いつもそうなんですけれども、この基本料金だけで大体賄える世帯

数というのは、何軒ぐらいあったんですか。 

○北村水道部次長兼係長  大体ですけれども、我々で把握しているものとしまし

ては、４割から５割ぐらいの家庭でございます。 

 以上です。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 よろしいですね。 

 水道部の審査、２議案終了いたします。ありがとうございました。 

 ここで１０分間休憩いたします。 

 執行部の皆様は、御退席をお願いいたします。長時間にわたりありがとうござい

ました。 

（休憩 午前１０時３６分） 

 

（再開 午前１０時４５分） 

○南委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 当行政常任委員会に付託になりました１９議案の採決を行いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず初めに、議案第６４号「尾鷲市安全で安心な海水浴場の確保に関

する条例の制定について」、可決すべきものとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。挙手全員。よって、議案第６４号は可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第６５号「尾鷲市駐車場条例の制定について」、可決すべきとする委

員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第６５号は可決すべ

きものと決定しました。 

 次に、議案第６６号「尾鷲市事務分掌条例等の一部改正について」、可決すべき
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ものとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員。よって、議案第６６号は可決すべきものに決

しました。 

 議案第６７号「尾鷲市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について」、可

決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第６７号は可決すべ

きものに決しました。 

 議案第６８号「尾鷲市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正について」、可決すべきとする委員の挙手をお願いいたします。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。 

（発言する者あり） 

○南委員長  すみません。もとい、いま一度たださせていただきます。 

 議案第６８号「尾鷲市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正について」、可決すべき者の挙手を求めます。 

（挙 手 多 数） 

○南委員長  挙手多数。挙手多数であります。よって、議案第６８号は可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第６９号「市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正につい

て」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 多 数） 

○南委員長  挙手多数。挙手多数であります。よって、可決すべきものと決しま

した。 

 議案第７０号「教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について」、

可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 多 数） 

○南委員長  挙手多数。挙手多数であります。よって、議案第７０号は可決すべ

きものと決しました。 

 議案第７１号「尾鷲市奨学金貸与条例の一部改正について」、可決すべきとする

委員の挙手を求めます。 
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（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第７１号は可決すべ

きものと決しました。 

 議案第７２号「尾鷲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例等の一部改正について」、可決すべきとする委員の挙手を求め

ます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第７２号は可決すべ

きものと決しました。 

 議案第７３号「令和７年度尾鷲市一般会計補正予算（第７号）の議決について」、

可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第７３号は可決すべ

きものと決しました。 

 議案第７４号「令和７年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

の議決について」、可決すべきとする者の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第７４号は可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第７５号「令和７年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第１号）の議決

について」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第７５号は可決すべ

きものと決しました。 

 議案第７６号「令和７年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第２号）の議決につい

て」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第７６号は可決すべ

きものと決しました。 

 議案第７８号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例の一部改正について」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 
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○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第７８号は可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第７９号「令和７年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）の議決につ

いて」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員でございます。よって、議案第７９号は可決す

べきものと決しました。 

 次に、議案第８０号「令和７年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）の議決について」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第８０号は可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第８１号「令和７年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）の議決について」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第８１号は可決すべ

きものと決しました。 

 議案第８２号「令和７年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第２号）の議決につい

て」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第８２号は可決すべ

きものと決しました。 

 最後に、議案第８３号「令和７年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第３号）の議

決について」、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第８３号は可決すべ

きものと決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました１９議案全て原案どおり可決すべきものと決

しました。長時間にわたり、ありがとうございました。 

 ここで、委員長報告なんですけれども、特に報告の中で付け加えていただきたい

ことがあれば。ないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○南委員長  正副委員長に一任していただいてもよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  そういったことで、一任をさせていただきます。 

 長時間にわたり、ありがとうございました。 

 月、火、休会でございます。水曜日、本会議閉会日でございますので、よろしく

お願いをいたします。水曜日やね、最終日は。 

（発言する者あり） 

○南委員長  月、火は休会。ありがとうございました。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

（午前１０時５３分 閉会） 


